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（午後２時０１分 開会） 

○渡部疾病対策課長 皆様、こんにちは。お時間になりましたので、ただいまより、令和

５年度東京都献血推進協議会を開会いたします。 

  私は事務局の保健医療局担当部長、保健政策部疾病対策課長事務取扱の渡部でござい

ます。 

  委員の先生方には日頃より大変お世話になっております。本日もどうぞよろしくお願

いいたします。 

  本日の会議は、ＷＥＢ会議での開催とさせていただきました。ご準備などご協力をい

ただきまして誠にありがとうございます。 

  本協議会ですが、東京都献血推進協議会設置要綱第８に基づき公開となります。会議

や会議資料及び会議録を公開いたしますので、ご承知おきください。 

  また、本協議会は、委員の皆様からご意見をお伺いし、また意見交換をさせていただ

く場となっております。皆様のご意見を今後の計画策定、事業運営の参考とさせてい

ただきますが、この場で決定していただくものではございませんので、あらかじめご

了承ください。 

  本日はＷＥＢ会議のため、進行中はマイクをミュート設定としていただき、ご発言い

ただく際にミュートを解除いただいて、初めにお名前をお願いいたします。会議中に

何かございましたら、事務局までチャットにてお知らせください。 

  配布資料の確認でございますが、２月２７日にデータでお送りをさせていただきまし

た。画面上でも適宜共有させていただきますが、不足等がございましたら、議事の途

中でも構いませんので、事務局へチャットでお知らせください。 

  資料２の東京都献血推進協議会設置要綱をご覧ください。要綱第４、会長において、

会長は保健医療局技監とすると規定をしております。ここで、開会に当たりまして、

会長の保健医療局技監、成田よりご挨拶を申し上げます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○成田会長 皆様、こんにちは。本協議会の会長を務めます、保健医療局技監の成田でご

ざいます。本日は大変お忙しい中、令和５年度東京都献血推進協議会にご参加いただ

きまして誠にありがとうございます。 

  まず最初に、本年１月の能登半島地震において被害に遭われた皆様方へ心からのお見

舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた皆様方のご冥福を心よりお祈り申

し上げます。 

  さて、本協議会では、東京都における献血者確保に向けた対策と、それを踏まえた翌

年度の東京都献血推進計画についてご議論をいただいております。血液確保の目標量

は、国から示されたものでございますけれども、各事業については、東京都赤十字血

液センターや献血ルームを柱として、関係の皆様方のお力をいただきながら、独自に

工夫して進めてまいるものでございます。令和２年度は新型コロナウイルス感染症の
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影響を大きく受け、献血者が大幅に減少いたしました。それ以降、徐々に戻ってきて

はおりますけれども、生活様式の変更などから、これまでとは異なる対応が必要とさ

れている部分もございます。継続的、安定的な血液の確保、供給のため、ぜひ、皆様

方のお力を拝借できればと考えておりますので、どうぞご忌憚のないご意見をいただ

きますようお願いいたします。 

  簡単ではございますが、冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

○渡部疾病対策課長 成田技監、ありがとうございました。 

  続きまして、委員の皆様方とオブザーバーの方をご紹介させていただきます。新任の

方を除きまして、令和５年７月から２年間の任期ということでお願いさせていただい

ております。新しく委員にご就任いただいた方、また交代された方もいらっしゃいま

すので、資料１の委員名簿に沿って、ご所属とお名前をご紹介させていただきますの

で、ミュートを解除して一言お願いできれば幸いでございます。 

  まず初めに、ただいまご挨拶いただきました、東京都保健医療局技監、成田友代会長

でございます。 

○成田会長 成田でございます。よろしくお願いいたします。 

○渡部疾病対策課長 続きまして、東京都医師会副会長、蓮沼剛委員でございます。 

○蓮沼委員 蓮沼です。よろしくお願いします。 

○成田会長 東京大学大学院医学系研究科教授、岡崎仁委員でございます。 

○岡崎委員 岡崎でございます。よろしくお願いいたします。 

○渡部疾病対策課長 東京医科歯科大学名誉教授、河原和夫委員でございます。 

○河原委員 河原でございます。よろしくお願いします。 

○渡部疾病対策課長 慶應義塾大学輸血・細胞療法センター教授、田野﨑隆二委員でござ

います。 

○田野﨑委員 田野﨑です。よろしくお願いします。 

○渡部疾病対策課長 東京医科歯科大学病院輸血・細胞治療センター、梶原道子委員でご

ざいます。 

○梶原委員 梶原です。よろしくお願いいたします。 

○渡部疾病対策課長 東京都立東部地域病院検査科技師長、前田かおり委員はご都合によ

り欠席でございます。 

  続きまして、ＫＤＤＩ株式会社総務部ＣＳＲ推進グループ長、東島正幸委員でござい

ます。 

○東島委員 東島でございます。よろしくお願いいたします。 

○渡部疾病対策課長 東京都生活協同組合連合会会長理事、村上次郎委員はご都合により

欠席でございます。 

  続きまして、読売新聞東京本社常務取締役調査研究担当、南砂委員でございます。 

○南委員 南でございます。よろしくお願いいたします。 
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○渡部疾病対策課長 日本赤十字社東京都支部事務局長、矢部信栄委員でございます。矢

部委員も会議には入られております。今ちょっと音声が聞こえないようですが、会議

には入ってくださっております。 

  続きまして、東京都赤十字血液センター所長、牧野茂義委員でございます。 

○牧野委員 牧野でございます。よろしくお願いします。 

○渡部疾病対策課長 公益財団法人献血供給事業団理事長、北田靖則委員でございます。 

○北田委員 北田でございます。よろしくお願いいたします。 

○渡部疾病対策課長 特別区保健衛生主管部長会を代表して、練馬区保健所長、石原浩委

員でございます。 

○石原委員 石原です。よろしくお願いいたします。 

○渡部疾病対策課長 東京都市福祉保健主管部長会を代表して、立川市福祉保健部長、五

十嵐智樹委員はご都合により欠席でございます。 

  東京都教育庁都立学校教育部長、村西紀章委員の代理で、都立学校教育部学校健康推

進課長、上田直子課長は、現在会議の参加が遅れております。 

  東京都保健所長会を代表して、南多摩保健所長、舟木素子委員でございます。 

○舟木委員 舟木です。よろしくお願いします。 

○渡部疾病対策課長 東京都保健医療局保健政策部長、小竹桃子委員は人事異動により今

年度から就任いたしました。 

○小竹委員 小竹でございます。よろしくお願いいたします。 

○渡部疾病対策課長 続きまして、本日はオブザーバーといたしまして、２名の方にご出

席をいただいておりますのでご紹介いたします。 

  東京都立墨東病院輸血科部長、藤田浩様。 

○藤田委員 藤田でございます。よろしくお願いします。 

○渡部疾病対策課長 最後に、東京都赤十字血液センター事業推進一部長、鹿野千治様で

ございます。 

○鹿野委員 鹿野と申します。よろしくお願いします。 

○渡部疾病対策課長 以上、委員とオブザーバーの先生方をご紹介させていただきました。 

  それでは、ここからの進行は、会長である成田技監にお願いをしたいと思います。成

田技監、どうぞよろしくお願いいたします。 

○成田会長 では、ここから私のほうで進行させていただければと思います。 

  本日は、まず協議会の下部組織である血液製剤適正使用部会から、医療機関における

血液の適正使用を推進するための取組状況について報告を受けた後、議事に入りたい

と思います。 

  それでは次第３、部会の取組状況について、事務局からご報告願います。 

○渡部疾病対策課長 はい、それでは引き続き事務局の渡部よりご説明を申し上げます。 

  適正使用部会の報告については、資料３から５に基づいてご説明をいたします。血液
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製剤適正使用部会は、血液製剤の適正使用や輸血療法の安全性の向上に関することを

協議する会議体でございまして、本協議会の部会として設置をされております。設置

根拠となりますのが、今、画面共有させていただいております５ページ、資料３にお

示しいたしました細則でございます。 

  今年度の部会の開催状況は、７ページの資料４をご覧ください。令和２年度、３年度

は部会を書面開催とさせていただいておりましたが、令和４年度からＷＥＢで開催し、

今年度も、１１月にＷＥＢにて開催をいたしました。出席の委員は、３に記載のとお

りでございます。議事は４に記載のとおりでございますが、順番に詳細をご報告させ

ていただきます。 

  まずは、適正使用推進事業の実績でございます。８ページをご覧ください。  血液

製剤の適正使用と血液事業の推進を図るため、東京都赤十字血液センターと共催で、

年１回、東京都輸血療法研究会を開催しております。開催内容を検討するため、世話

人会を７月にＷＥＢ会議により開催をいたしました。輸血療法研究会につきましては、

令和２年度、３年度はコロナの拡大防止の観点からＹｏｕＴｕｂｅを活用した動画配

信型で実施をしましたが、このＹｏｕＴｕｂｅ実施の場合、学会の参加証明書が発行

できないため、今年度は昨年度に引き続きまして、１１月に都庁の大会議場において

現地開催をいたしました。 

  ８ページの参加者数をご覧ください。こちらをご覧いただきますと、コロナ前と比較

をいたしますと半数程度になってしまっておりますが、多くの講演会がＷＥＢ開催、

ＷＥＢ配信となる中、先生方のご協力の下、興味深いテーマでご講演をいただけたか

と思っております。 

  研究会のプログラムの構成は、９ページのとおりでございます。 

  続きまして、血液製剤適正使用アドバイス事業でございます。このアドバイス事業は、

個々の医療機関における血液製剤適正使用の取組について、輸血を専門とする医師を

講師として派遣し、医療機関の実情に応じた助言等を行う事業でございます。講師の

先生でございますが、本日オブザーバーとしてご出席いただいております墨東病院の

藤田先生のほか、部会委員でいらっしゃいます東京医科大学八王子医療センターの田

中朝志先生、都立駒込病院の奥山美樹先生の３名に以前からお務めをいただいており

ます。加えまして昨年度から、東京都赤十字血液センターの牧野所長と、都立大塚病

院の武藤秀治先生のお二人にも講師にご就任をいただきまして、計５名の先生にご対

応いただいております。 

  実施方法につきましては、こちらも令和２年度、３年度はＷＥＢでの実施でございま

したが、令和４年度、昨年度はＷＥＢを基本としつつ、医療機関からご希望があれば

訪問にも対応していただきまして、今年度は、医療機関にＷＥＢか訪問のいずれかを

選択していただくことといたしました。病床２０床以上の都内６０６の医療機関にご

希望を募ったところ、１５の医療機関から応募がございました。都の実施状況などを
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考慮いたしまして、７つの医療機関を実施対象とし、決まった後辞退をされた１医療

機関を除く６病院に対して実施をいたしました。この６病院全てが今回初めてのアド

バイス事業の対象となりまして、４病院に対して訪問、２病院に対してＷＥＢ実施と

いうふうな形で実施をさせていただきました。 

  続きまして、輸血状況調査についてご報告をいたしますので、資料５、１０ページを

ご覧ください。輸血状況調査でございますが、毎年、都内の医療機関における血液製

剤の使用状況を調査し、適切な血液製剤使用の推進のための資料とすることを目的に

実施しております。結果は適正使用部会でご意見をいただいた上で取りまとめ、東京

都保健医療局のホームページにて今年の１月から既に公表をさせていただいておりま

す。令和４年分でございますが、いつもどおり都内２０床以上の医療機関６０６か所

を対象に実施をいたしました。回答率は、コロナ流行時、一時７０％台まで下がりま

したが、コロナ前の水準に戻ってきており、今回の回答率は８４．８％となってござ

います。 

  ２番の集計結果の概要です。（１）輸血療法委員会の設置状況、（２）輸血管理料の

取得状況等は、前年と大きく傾向は変わってございません。１１ページの（４）輸血

用血液製剤の使用状況でございますが、赤血球製剤、血小板製剤はほぼ横ばい、血漿

製剤は少し減少しております。全血製剤はもともと使用量が少なく、令和４年は使用

がございませんでした。 

  次のページ、１２ページをご覧ください。（６）血液製剤別の廃棄率は、前年と比較

いたしまして、赤血球及び血小板は横ばい、血漿は増加をいたしました。適正使用部

会におきましては、この血漿製剤の廃棄が増えているのは、血液製剤の添付文書を電

子化して以降、ＦＦＰの破損が増えているのではないかとのご指摘がありましたが、

本調査では、こちら１２ページの下のグラフのとおり、廃棄理由については、破損ま

たは保管環境に問題が生じ、使用できなくなったという区分になってございますので、

この破損の理由まで問うてないため、ちょっと分かりませんでした。また、添付文書

の電子化により、添付文書を同封しない新鮮凍結血漿が出荷されるようになったのは

令和４年９月以降でございまして、今回の令和４年調査では、その影響はまだ十分に

反映されない状況と考えられます。なお、日本赤十字社におきましては、こういった

ご指摘を受けて改善策を講じているとお聞きしております。 

  続きまして、次のページ、１３ページ、（７）疾病別の輸血状況でございますが、右

側の円グラフ、疾病が不詳のものを除いたグラフをご覧いただきますと、悪性新生物、

がんの治療に全体の３５．１％が使用されているという結果で、前年と同様の傾向と

なっております。 

  次の１４ページには、年齢別の輸血状況内訳を掲載しております。ご覧いただけます

ように、５０歳以上の使用が９割近くを占めておりまして、特に７０歳以上で６４．

２％となってございます。 
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  続いて１５ページは、血漿分画製剤の使用状況をまとめております。血漿分画製剤の

使用量は前年より減少しております。なお、これまでグロブリン製剤については、静

注用製剤のみについて、使用量と国内自給率をグラフ化して掲載しておりました。ち

ょうどこの上二つのグラフになります。近年、海外由来の製剤である皮下注用製剤の

使用量が増えていることから、皮下注用、筋注用も含むグロブリン製剤全体の使用量

及び国内自給率のグラフも新たに掲載することといたしました。このグラフによりま

すと、グロブリン製剤の使用量は増加傾向にございまして、自給率は低下傾向にござ

います。また、アルブミン製剤の国内自給率、右のピンクのグラフですが、こちらは

前年より増加をいたしました。 

  輸血状況調査については以上でございます。 

  最後に、７ページの資料４、部会報告にお戻りをいただきまして、平成２７年に発行

した小規模医療機関における輸血マニュアルについて、学会ガイドライン改訂版の反

映ができていないこと、近年増えている在宅輸血に関する記述が必要なことから、来

年度、令和６年度に向けて適正使用部会で、このマニュアルの改訂作業に取りかかる

ことについてご了承をいただいております。 

  適正使用部会の活動報告は以上でございます。 

○成田会長 ありがとうございました。 

  アドバイス事業は医療機関のご要望に応じて、訪問またはＷＥＢを選択していただき、

先生方にご対応いただいていたとのことでございました。輸血療法研究会は昨年度に

引き続きまして、感染対策に留意しながら現地で開催されたとのことでございます。 

  ただいまの報告につきまして、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

手を挙げる機能をご使用いただけますとありがたいです。 

  ご意見、ご質問等、ございませんでしょうか。 

  藤田先生、お願いいたします。 

○藤田委員 墨東病院の藤田です。 

  先ほど渡部部長からご紹介がありました小規模医療機関における輸血マニュアルは、

今年度の後半期に改訂作業に入っておりまして、大分改訂している状況でございます

が、血液の保管や搬送につきましてもう少し詰めなきゃいけないということで、令和

６年度に引き続き改訂作業を続けていきます。先生方には上半期辺りにまた原案を見

ていただいて、ご意見いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

  また、アドバイス事業では、各先生方にお世話になりまして、訪問などで病院に伺い、

講演なり助言を行ってまいりました。やはりウェブでやるよりは現地に行って、face 

to faceで講演していくというのが個人的にはよかったかなと思っています。 

  三つ目としては、東京都輸血療法研究会で皆様方にご講演、座長をやっていただきま

してありがとうございました。免疫グロブリンにつきまして、今回フォーカスを当て

た結果、より免疫グロブリンの不足などの社会的な問題についてクローズアップがで
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きて、皆様方の興味を引いた、関心を引いたのではないかと思っております。これも

開催してよかったと思っておりますので、関係者の皆様方、ありがとうございました。 

  以上です。 

○成田会長 藤田先生、ありがとうございました。こちらこそ都の取組にご尽力いただき

まして誠にありがとうございます。特に輸血マニュアルについては、次年度も改訂作

業を続けていただけるとのことでございまして、関係の皆様方、引き続きどうぞよろ

しくお願いいたします。 

  ただいまの藤田先生のご発言に対しまして、何かご意見、ご質問等がございましたら

お願いいたします。特にございませんでしょうか。 

（なし） 

○成田会長 はい、そうしましたら、次の協議事項のほうに移らせていただきたいと思い

ます。 

  （１）都内の献血状況と献血者確保対策についてご報告いただきました後、それを踏

まえまして、（２）令和５年度東京都献血推進計画についてご意見をいただきたいと

思っております。 

  関連する内容でございますので、事務局からまとめて説明をお願いいたします。 

○渡部疾病対策課長 事務局の渡部でございます。 

  それでは、まず東京都赤十字血液センターのほうから都内の現状についてご説明をい

ただき、その後で、東京都の取組と来年度計画案についてご説明をさせていただきた

いというふうに思いますので、まず初めに、日赤の鹿野部長、お願いいたします。 

○鹿野委員 それでは、ただいまご紹介いただきました東京都赤十字血液センターの鹿野

と申します。よろしくお願いします。 

  それでは、献血の現状と課題についてご説明をさせていただきたいと思います。 

  次の２ページ目をご覧いただきたいと思います。 

○渡部疾病対策課長 画面共有、もう一度行わせていただきます。 

○鹿野委員 それでは血液製剤の流れ、簡単にご説明させていただきたいと思います。 

  献血には、全血採血、２００、４００ｍＬの献血、また成分献血には血漿、血小板献

血という種別がございます。左側にございますとおり、輸血用血液製剤については日

本赤十字社が製造・販売し、右側にございますとおり、原料血漿等については血漿分

画製造メーカーが製造・販売をしているといった状況となってございます。 

  次の３ページ目をご覧いただきたいと思います。令和４年度の供給・採血状況になり

ます。まず上段の医療機関に供給した本数ですけれども、約６０万本という状況です。

赤血球製剤は３８万本、血漿製剤は１１万本、血小板製剤は１１万本という状況です。

中段に記載のとおり、事業所・学校、献血ルーム等で献血により受け入れた献血者数

は約５７万人になってございます。４００ｍＬで３５万人、成分献血で２０万人、２

００ｍＬで２万人という状況になります。また、献血により受け入れた血液量につい
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ては、１１万８，０００Ｌ、また、血漿分画製剤の原料用としては１３万４，０００

Ｌという状況となってございます。 

  次の４ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが年代別・延べ献血者数の推

移になります。下段の右側に記載のとおり、令和４年度につきましては、先ほどご説

明したとおり５６万人という状況ですけれども、年代別で見ますと、右側に記載のと

おり令和４年度と令和元年度、コロナ前と比較しますと、１０代から４０代までがか

なりマイナスの状況、逆に５０代、６０代については、１万９，０００人、１万４，

０００人とプラスの状況の結果となっているという状況です。 

  また、右側の令和３年度と昨年度の実績を比較しますと、１０代、２０代は増加する

ものの、３０代、４０代が減少、５０代、６０代の協力は増加傾向にあるような結果

となってございます。 

  次の５ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが先ほど、年齢毎の献血者数

をグラフにしたものとなります。上段が延べ献血者数の推移、下段が実献血者数の推

移という状況です。左側の円グラフですけれども、１０代、また２０代の前半までの

協力というのは年々減少傾向にあるというところは折れ線グラフで見てとれるかと思

いますけれども、右側の円グラフにつきましては、４０代から５０代については協力

が増加しているというような結果となってございます。 

  次の６ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが５年間の供給実績の推移に

なります。下段に記載のとおり、令和５年度の右側にございます合計欄ですけれども、

６１万６，８５５本を見込みとしております。また、コロナ期にあります令和２年度

につきましてはかなり減少傾向にありまして、令和元年度、前年度と比較しますと、

約３万本、４．５％の減少という状況が見てとれるかと思います。また、令和５年度

の見込みですけれども、昨年度の令和４年度と比較しますと、約１万本の増加、１．

７％という結果となってございます。 

  次の７ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらにつきましては採血実績にな

ります。やはりコロナ期であります令和２年度につきましては、令和元年度と比較し

ましても、約２万人、４％の減少という結果でございますけれども、令和５年度につ

きましては５８万１，１７７人を見込んでおります。令和４年度と比較しますと、約

１万６，０００人、２．８％の増加という状況となってございます。 

  次の８ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらは移動採血における地域区分

別の献血者数の推移になります。左の令和元年度の状況ですけれども、円グラフで記

載のとおり、学域献血については１１．８％、また、職域献血については５３．９％

の協力の推移であったという状況ですけれども、令和２年度のコロナ期につきますと、

かなり減少となってございます。特に学域献血については、全体の１．１％の協力と

いうところがございます。また、令和４年度、一番右ですけれども、ご覧いただきた

いと思いますが、学域献血につきましては、現在１０．３％、下段に記載のとおり、
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学域の献血協力者も１万３，０００人ほどの協力という状況で、コロナ前から比べる

と若干減少はしておりますけれども、回復傾向にあるという状況がございます。また、

職域につきましても、５万３，０００人という状況で全体の４０．５％という状況で

すけれども、こちらにつきましても、コロナ前の令和元年度と比較しますと、まだま

だ回復傾向にはないというような結果となってございます。 

  次の９ページ目をご覧いただきたいと思います。左側が令和４年度の４月から１月ま

での実績となってございます。学域献血につきましては、全体の１２．２％、また、

職域につきましては４０．２％という状況ですけれども、今年度の４月から１月、右

側の円グラフですけれども、学域につきましては１４．６％、職域につきましては４

０．９％のご協力という状況で、やはり学域献血はかなり回復傾向にあるという状況

にございます。 

  次の１０ページ目をご覧いただきたいと思います。こういった状況も踏まえまして、

日本赤十字社としましては、Ｗｅｂ会員サービス「ラブラッド」というＷｅｂによる

会員サービスを展開しておりまして、令和６年度１月末までで会員数が約６２万人、

献血の予約につきましては約５５％の予約をいただいているという状況でございます。

また、献血をしたことのない方の献血可能年齢に満たない人でもプレ会員というサー

ビスを展開しておりまして、登録いただき、献血年齢に達した際には献血への誘導、

また、ご案内をしているという状況にございます。 

  次の１１ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが献血セミナーの状況にな

ります。左上段にございますとおり、令和元年度につきましては、実施回数５８回、

参加数が４，９５４名から、右側の令和２年度につきましては、コロナの状況もあり、

実施回数８回、参加人数５３５人という状況となってございます。一番右側の令和５

年度、今年度につきましては、現在で４９回の開催を展開しておりまして、括弧内の

７回につきましてはＷｅｂ開催という状況となってございます。また、参加者数につ

いてはかなり増加傾向にあり、７，１５２名のご協力をいただき、実施をしていると

いった状況にございます。献血セミナーについても、かなり回復傾向にあるという状

況であり、推進を図っているという状況にございます。 

  次の１２ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらがＷｅｂ会員サービス「ラ

ブラッド」の活用状況になります。まず一つ目としましては、ラブラッドの登録の獲

得をかなり強化しておりまして、事前に予約を獲得することで、献血の必要量、計画

的かつ、安定的な確保を目的としております。また、二つ目としましては、事前問診

回答が可能になりまして、献血カードもアプリに変わり、身軽に献血をしていただく

というところを推奨させていただいているという状況にございます。 

  次の１３ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが令和４年度の４月から令

和５年度の１月までの推移になります。折れ線グラフにつきましては予約の状況です。

一番右側の１月をご覧いただきたいと思います。全体で５５．３％の予約率というこ
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とで、半数以上の方が事前予約をしていただきながら献血に参加していただいている

という状況でございます。 

  次の１４ページ目をご覧ください。こちらが血漿分画製剤の原料必要量になります。

年々増加傾向にありまして、過去５年間の間で１．３倍増加しているという状況にご

ざいます。昨年度につきましては、全国で１２５万Ｌの必要量ということで国から示

されたという状況となってございます。また、下段に記載のとおり、献血血液の確保

計画の推移になりますけれども、一昨年度は、輸血用血液製剤を上回る推移となって

いるという状況となってございます。 

  次の１５ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが必要原料血漿量の予測に

なります。２０１８年度の第４回血液事業部会運営委員会、こちらは厚生労働省主催

の会議になりますけれども、２０２７年度にポジティブ予測で１２４万Ｌ、ネガティ

ブ予測では１０９万Ｌの原料必要量が示されたという状況となってございます。 

  次の１６ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが推移になります。上段の

青の折れ線グラフはポジティブ予測という状況で、現在１２０万Ｌ、来年度につきま

しては１２３万Ｌを予測しているという状況となってございます。 

  次の１７ページ目をご覧いただきたいと思います。こういった原料血漿の必要量が増

加傾向にある中で、東京都赤十字血液センターにおきましては、東京八重洲に献血ル

ームを配置しまして、昨年５月１日にオープンしております。 

  次の１８ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが受付のロビー・コワーキ

ングスペース等になります。 

  次の１９ページ目をご覧いただきたいと思います。採血室もかなり幅を取りまして、

ベッドの間隔を通常より広く２．６ｍとすることで、かなりゆったりとした施設とし

ております。また、下段の血漿分画製剤の展示を実施しておりまして、こういった製

剤が使われるというところをアピールしているという状況でございます。 

  次の２０ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが昨年５月９日に八重洲献

血ルームの開所式を展開しまして、小池都知事にも参加いただきながら、盛大に進め

てきたという状況となってございます。 

  次の２１ページ目をご覧いただきたいと思います。今後の課題への取組になります。

経済財政運営と改革の基本方針２０２３につきまして、献血への理解を深めるととも

に、血液製剤も国内自給、安定的な確保及び適正な使用の推進を図るということが記

載されたという状況がございます。 

  こういった状況を含めまして、２２ページ目、次のページをご覧いただきたいと思い

ます。こちら最後になりますけれども、まず一つ目としましては、関係者との連携強

化、行政、医療機関、献血協力団体をはじめとする関係者と相互の理解を深め、事業

を進めてまいりたいと考えてございます。 

  また、二つ目としましては、新しい生活様式に適応した献血血液確保の確立というこ
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とで、一つ目は必要血液量の安定確保及び血液製剤の安定供給、二つ目は安全で快適

に献血ができる環境の整備、三つ目としましては、企業等への献血協力依頼における

アプローチ方法の見直し、ＣＳＲの活動への働きかけ等を展開していきたいと考えて

ございます。 

  なお、最後の三つ目ですけれども、将来の献血基盤の構築ということで、やはり若年

層献血者の協力強化が必要になります。具体的には、小・中・高校等の献血セミナー

の増加、そして、献血Ｗｅｂ会員サービス「ラブラッド」への登録促進、さらに、ラ

ブラッドを活用した献血予約の推進を図り、安定的な確保に努めてまいりたいと考え

てございます。 

  私の説明は以上になります。 

○渡部疾病対策課長 そうしましたら事務局渡部より、続きまして、資料７、２８ページ

の東京都の献血者確保対策についてご説明をいたします。 

  ただいま鹿野部長よりご報告いただきました東京都赤十字血液センターでの献血の受

入れが円滑に実施されるように支援するため、東京都では血液法に基づきまして、献

血について住民の機会を得ることを目的に様々な事業を実施しているところでござい

ます。 

  まず、血液製剤の在庫減少を受けた対応でございます。昨年度までは、新型コロナの

流行により献血の確保も影響を受け、様々な対応をいたしました。今年度ですが、５

月に新型コロナが５類感染症に移行されましたが、テレワークの定着などにより、コ

ロナ前と大分生活様式が変わっておりまして、企業での献血の協力が得られにくい状

況が続いております。東京都赤十字血液センターでも苦慮され、様々な工夫や調整を

していただいているところでございますが、そのような取組を支援させていただくた

め、東京都では記載のような対応を行いました。 

  まず（１）といたしまして、都民への献血協力呼びかけでございます。こちらは、小

池都知事から都民への直接の呼びかけといたしまして、１月の定例記者会見で呼びか

けをいたしました。今年１月の定例記者会見では、先ほど鹿野部長からご紹介いただ

きました昨年５月の東京八重洲ルームの開所式にご出席された経験を踏まえ、献血ル

ームのよさについて、小池都知事ご自身の言葉でアピールをしていただけたかと思っ

ております。 

  また、（２）その他といたしまして、１１月頃、在庫の不足が顕著になってきたとの

お話が血液センターからございましたので、１２月に区市町村へはたちの献血と春季

キャンペーンの実施通知をお送りする際に、重ねまして献血協力のお願いをさせてい

ただいたところでございます。 

  ２番以降は例年の取組となってまいります。 

  まず、献血キャンペーンを年３回実施しております。こちらは特に献血者が減少する

季節に合わせてキャンペーンを東京都では３回行っております。 
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  （１）愛の血液助け合い運動でございますが、こちらは７月に全国展開で実施をして

いるキャンペーンでございまして、東京都では独自のポスターを作成し、学校等へ掲

示をお願いするとともに、ホームページや広報誌等での広報を行いました。 

  （２）のはたちの献血キャンペーン、こちらは１月から２月にかけて、こちらも全国

展開で実施をしているものでございまして、東京都ではポスター作成等に加えまして、

通年使用できるリーフレットを作成いたしまして、区市町村を通じて配布いたしまし

た。特に成人の日の式典等での配布のほか、若者が集まる行事等での配布、また成人

式を実施しない自治体や広報物の配布を行わない自治体においては、ホームページに

データを掲載するといった対応をしていただいたところもございました。 

  （３）の春季キャンペーン、２９ページでございます。こちらは３月の年度末で学校

や企業の協力を得られにくい時期に、東京都が独自でキャンペーンをしているもので

ございます。まさに今月、実施をしているところでございますが、この春季キャンペ

ーンでは、企業との連携強化のため、東京都と包括的な協力協定を締結しているワイ

ドコラボ協定締結企業というのがございますが、こちらの１１社と連携した社員向け

の啓発や、この中の一部の企業では、顧客向けの啓発活動も実施していただいており

ます。また、これからになりますが、３月下旬には、電車内でのポスター掲示や、ト

レインチャンネル、街頭ビジョンでの動画放映を行う予定となってございます。 

  年に３回のキャンペーンのうち、７月のキャンペーン、それから、はたちのキャンペ

ーン、合わせて計２回、都庁内での出張献血も実施をしております。 

  ３番、若年層への働きかけでございます。この年間３回のキャンペーン以外の若年層

への働きかけといたしましては、日赤への補助事業や、学校を通じた普及啓発を行い

ました。特に今年度は、教育庁のご協力を得まして、９月の校長会に直接出席をさせ

ていただき、献血セミナーの実施について直接校長先生方へのご説明とお願いをさせ

ていただいたところでございます。 

  ３０ページをご覧ください。複数回献血の推進のためにラブラッドの運営費を一部補

助しております。 

  ５番の協議会でございますが、区市町村に対しては、献血推進協議会の活用や、献血

推進活動の実施について、文書により協力を呼びかけました。 

  最後に、功労者への表彰でございます。長年献血の推進にご尽力いただいた方に対し

て、今年度は厚労省の大臣表彰１団体、都知事表彰として１個人、７団体へ表彰状や

感謝状を贈呈いたしました。こちらは１１月の東京都輸血療法研究会と同日に表彰式

を執り行いました。 

  続きまして、３１ページには参考として都内の献血状況推移のグラフをお示ししてお

ります。資料６でも東京都赤十字血液センターから都内の状況についてご説明をいた

だきましたが、こちらも参考としてご覧をいただきたいと思います。 

  都内献血者数の推移でございますが、平成２５年以降、令和２年の９３％を除き、目
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標献血者数に対して９５％以上の方に献血をいただいております。 

  その下、２番の献血により確保した血液量でございますが、こちらは平成２５年以降、

９０％以上で推移をしておりまして、令和４年度は、確保率は９４．３％でございま

した。 

  続きまして、３２ページは、１６歳から３９歳といった若年層の各年代ごとの献血者

数の推移を示したグラフでございます。若年層は減少傾向が続いておりまして、令和

４年度は９年前の平成２５年度と比較をいたしまして、各年代とも３割弱減少してい

る状況でございます。 

  その下には、厚労省が定めている中期目標の目標値と、この中期目標期間中の実績の

推移を示しております。献血率の推移といたしましては３０代、こちら緑の折れ線で

示されてございますが、こちらはおおむね横ばい。青の２０代は減少傾向でしたが、

令和３年度、４年度は少し回復しております。オレンジの１０代は、おおむね横ばい

でございましたが、コロナの影響で令和２年度に大きく減少してしまい、また少し回

復してきているところでございます。いずれにしましても、令和７年度の中期目標に

は今のところ届いていない状況でございます。 

  なお、令和３年１月に厚労省が５年間の中期目標として献血推進２０２５を定めてお

ります。こちら参考資料３として、７７ページ以降に添付しておりますので、後ほど

ご参考いただければと思います。 

  続きまして、来年度、令和６年度の東京都献血計画の内容に移りたいと思います。来

年度の献血計画の資料は、資料８、３３ページと資料９、４０ページになりますが、

これまでご説明してきた内容を踏まえて、令和６年度の献血推進計画の案を新旧対照

表、資料９の４０ページ以降のところでご説明をしたいと思います。資料９をご覧い

ただきながら、変更箇所を中心にご説明をいたします。 

  なお、東京都の計画の参考としております厚労省の献血の推進に関する計画につきま

しては、参考資料２として案を添付しております。つい先日、２月２９日に国から正

式な通知がございましたが、内容は変わっておりませんでしたので、差替えのデータ

はお送りしておりません。会議の直前でしたのでご了承いただければと思います。 

  それでは、新旧対照表に従ってご説明を申し上げます。４０ページをご覧ください。

第１、目的では、この計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に基

づき、都道府県が定める献血の推進に関する計画であることを示しております。 

  続きまして、第２、令和６年度に東京都が献血により確保すべき血液の目標量でござ

います。左側が改正後の案でございます。令和６年度の確保目標量につきましては、

前年度、令和５年度より全体で３，８８５Ｌ増えて微増となってございます。内訳を

ご覧いただきますと、全血献血の目標量は減少する一方で、成分献血は増加となって

ございます。また、右側の令和５年度の目標量を見ていただきますと、表中の血小板

にアスタリスクで注釈がついておりまして、東京都で製造している「山梨県分の血小
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板製剤」を含むと記載されておりますが、こちら山梨県に限らず、関東甲信越ブロッ

ク全体の製剤を含んでおりますので、来年度の案のところでは、東京都で製造する他

県分（関東甲信越地域）の製剤等を含むと改訂させていただきました。 

  続きまして、４１ページ、第３、目標量を確保するために必要な献血者数でございま

す。こちらは前年度と比較をいたしますと、全体といたしましては微増となっており

まして、区分ごとに見ますと、献血ルームが微減、血液バスと出張献血が微増となっ

てございます。 

  続きまして、第４、目標量を確保するために必要な措置でございます。１番の献血に

関する普及啓発活動の実施の内容に変更はございません。東京都は多くの事業所、大

学が設置されておりまして、通勤・通学の昼間人口が多いという特性を踏まえた啓発

を行うことを記載しております。 

  続きまして、４２ページをおめくりいただきまして、（１）献血推進キャンペーンの

実施につきましては、夏、冬、春の年３回のキャンペーンを継続して実施し、広く献

血協力を呼びかけています。この内容に変更はございませんが、これまで全血献血の

ところを単に献血と表示しておりましたので、成分献血と明確に区別するため、全血

の文言を追加して微修正させていただいております。 

  （２）の若年層対策でも、４３ページの広報、ホームページ等での周知及び②の新成

人を中心とした若年層への啓発において、全血の文言を追加いたしましたが、内容に

は変更ございません。 

  ③の学校における献血及び啓発活動の推進では、血液センターでの取組内容を反映い

たしまして、献血セミナーの映像化について記載をするとともに、献血可能年齢未満

の学生や献血未経験の学生に対して、献血Ｗｅｂ会員サービス「ラブラッド」のプレ

会員としての登録を推進すると追記しております。 

  また、４３ページ、４４ページとも、新型コロナ感染症の流行時の対応については現

状を踏まえ削除しております。 

  続きまして、４４ページ、（３）複数回献血の推進でございます。こちらでは、ラブ

ラッド会員推進のための血液センターでの取組内容を反映するとともに、成分献血を

安定的に確保するための取組について追記をしております。 

  続きまして、（４）職場における献血の推進では、テレワークが定着してきたことを

踏まえまして、職場での出張献血実施に加え、働く方のお住まいの近くの会場で協力

をお願いするなどの取組に記載を変更しております。 

  続きまして、４５ページの（５）献血ルームの運営では、こちらも感染症対策の記載

について状況の変化を反映して、文言を修正させていただいております。 

  また、献血ルームの箇所数につきましても、令和５年度の計画では、東京八重洲ビル

のオープンを想定した記載としていましたが、こちらは令和５年５月に開所しました

ので箇所数を修正しております。 
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  （６）献血予約の推進につきましても、感染症の現状を踏まえて文言を修正しており

ます。 

  ４６ページをおめくりいただきまして、（７）輸血用血液製剤の在庫管理と不足時の

対応につきましては、これまでＳＮＳの個別サービスの名称を記載しておりましたの

で、ＷＥＢ、ＳＮＳと包含的な記載に修正をしております。 

  続きまして、２番の献血推進協議会の開催では、都において献血推進計画の策定や、

普及啓発等について検討いただくこと、市町村に対しては活用を促すことなどが記載

をされております。 

  ３番の献血功労者表彰等では、厚労大臣及び都知事から功労者に対して感謝状等を贈

呈する旨を記載しております。こちら２番、３番、いずれも変更はございません。 

  続きまして、第５、血液製剤の適正使用推進についてになります。４７ページをご覧

ください。１番の血液製剤適正使用部会の開催では、適正使用に関する医療機関への

普及啓発について検討、協議を行うことが記載をされております。 

  ２番の輸血療法適正化支援事業の実施では、輸血療法をテーマとした研究会の開催や、

マニュアルの整備などについて記載をしておりまして、こちら１番、２番ともに変更

はございません。 

  ３番の輸血状況調査の実施及び評価指標の策定でございますが、こちらは昭和３９年

から実施している輸血状況調査について、集計結果を公表するとともに、次年度も引

き続き実施することについて記載をしております。内容について変更はございません

が、時点の更新をさせていただいております。 

  ４８ページをおめくりください。第６の日赤都支部への補助事業、こちらには背景と

いたしまして、既に記載されている内容を改めて記載しております。全血の文言を追

加した以外の変更はございません。 

  最後に第７、災害時における血液製剤の確保でございます。１番の災害時には、日赤

都支部及び献血供給事業団は災害時の協定に基づき、血液製剤の確保に努める旨が記

載されております。 

  ２番の新興・再興感染症発生時の項では、こちら項目名から「新型コロナウイルス感

染症等の」という文言を削除いたしまして、内容についても現状に合わせて修正をし

ております。 

  私からの説明は以上でございます。 

○成田会長 ありがとうございました。 

  ただいま血液の現状と課題、東京都の取組状況、次年度の東京都献血推進計画案につ

いてご説明がございました。 

  ここまでのところでご質問やご意見等がございましたら、お願いいたしたいと思いま

す。なお、委員の皆様方には、献血の関心を高めるためにはどのようなきっかけがあ

ればよいかなど、ご所属の分野におきますお考えなども併せてご教示いただければと
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思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  岡崎委員、お願いいたします。 

○岡崎委員 ３６ページの（４）の職場における献血の推進のところです。企業や従業員

の事情に合わせた取組を強化するということで、何か居住地近隣の会場での協力依頼

というふうに書いてありますが、テレワークとかそういう人って家から出ません。ど

ういうことを表しているんでしょうか。 

○成田会長 はい、鹿野部長お願いできますでしょうか。 

○鹿野委員 ここについては、今、岡崎委員からお話しいただいた状況と同じでございま

す。テレワーク、やはりまだ続けている企業が多くございます。こういった状況も含

めまして強化を図っていくというところでございます。 

○岡崎委員 いや、つまり、時間帯が昼間の時間帯だとみんなうちで仕事をしているわけ

なので、献血なんかに来ないんじゃないかなと思ったんですけど。 

○鹿野委員 そうですね、おっしゃるとおりかと思うんですけれども、近隣の献血ルーム

ですとか、移動採血で居住地の近隣施設にお伺いした際にはご協力いただきたいとい

うような強化も図っていきたいというふうに思っております。 

○岡崎委員 ありがとうございます。 

○成田会長 ご質問ありがとうございました。 

  続きまして、河原委員、お願いいたします。 

○河原委員 河原ですが、印象になりますけど、毎回同じような議論をしていて、若年者

が減っているとか、毎回同じで、毎回同じような計画で、ということは、全然解決さ

れていないということで、過去やってきたことが全然評価されていない。毎回やりっ

放しで同じことばっかりやっているということが大きな問題だと思います。 

  それから、血液製剤の需要と供給について、もうちょっと詳しく分析する必要がある

と思います。例えば献血推進だから供給サイドの問題を今議論していると思うんです

が、私が昔研究していたときに、東京都民の献血率は都道府県で下から２番目でした。

東京都の献血率が高いのは、流入人口によっていたんですよ。東京に出張したりとい

うふうなことで、例えば埼玉とか、東京近県からも来ていますし、有楽町なんかは新

幹線の関係でほかの県から来ている、遠隔の県から来ているわけですよ。そうすると、

もっと呼びかけるのは都民だけじゃなくて、東京に出張に来たときには、宿代を安く

するとかは換金性があるので駄目か分かりませんけど、何か特典をつけるとかという

ことを、何か旅行会社とタイアップでも何でもいいですけどやるとか、あとインバウ

ンド、東京に流入している人口をいかに捕まえて献血に結びつけるかという工夫も必

要かと思います。 

  それから、需要サイドはネガティブ予測もポジティブ予測もありましたが、需要サイ

ドを減らす努力もいると思います。それが一つ適正使用かも分かりませんが将来人口

が減るため、患者が減るわけです。本当に需要サイドが正しいか、需要予測が正しい
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か、これは国レベルの問題なのか分かりませんが、需要と供給をきちっと分析するこ

とによって需給バランスを考えていくことが大事だと思います。 

  それから、年度計画になっていますけど、これ、例えば１０年、２０年という人口予

測のデータを考慮して、年度計画を立てたほうがいいと思うんですよ。例えば、今１

８歳人口は１１２万人ぐらいです。それが１８年後は７６万人になるわけですよね。

３５万人も減る、大体。だからすごく劇的な変化が、もう好ましくないような変化が

来ているわけですから、毎年毎年の計画を立てるのは結構ですが、その基盤としては、

１０年後、２０年後という長いスパンで見て、今年はこういう計画にしようというふ

うな立て方がいいのではないかなというふうに思いました。 

  以上でございます。 

○成田会長 ご意見、ありがとうございます。 

○渡部疾病対策課長 河原先生、貴重なご意見、ありがとうございます。 

  きちっとしたこれまでの実施についての分析がなされないまま計画案を立てているこ

とについてのお叱り、ごもっともと思います。今、河原先生から、過去の先生の研究

に基づきまして都内における献血については、必ずしも都民によるものだけでなく、

流入者、通勤だったりとかインバウンドだったり、その辺りの献血も多いというふう

なご指摘をいただきました。ここに対しまして、利便性の高い献血ルームの確保とい

う意味では日赤のほうもかなり努力をいただいているところなんですけれども、その

確保したルームや献血会場に対してそういったことを、そういった方々をターゲット

に呼び込む工夫というのは、あまりそういう視点で啓発を考えたこと、正直なかった

かと思いますので、この辺りについては少し日赤さんとも先生からいただいた貴重な

ご意見を踏まえて考えてみたいというふうに思います。 

  また、需要を減らすというふうな取組、適正使用をはじめとする取組についてでござ

います。こちらは本日ご報告させていただいた研究会でも、近年、輸血用血液製剤だ

けじゃなくて血漿分画製剤のほうの使用が非常に伸びていて、それが原料血漿となる

ためのその血液量の確保の伸びにつながっているというふうなご報告もございました。

今回の研究会もその分画製剤をテーマにして、分画製剤については適正使用の指標な

どはまだないということを共通認識としてテーマにしたところでございます。東京都

では血漿やアルブミンなどの使用についても国に先駆けて適正使用に取り組んできた

というふうな歴史がございますので、今後も研究会や適正使用部会の中でもこういっ

た血漿分画製剤の適正使用まで至れるか分かりませんが、そういったところについて

も議論していきたいというふうに思います。 

  先生、ありがとうございました。 

○河原委員 よろしくお願いします。以上です。 

○鹿野委員 東京都血液センターの鹿野です。河原先生、ありがとうございます。 

  昨年度までも本部のほうでいろいろご意見を頂戴しながら、将来の需要予測とか、い
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ろいろご尽力いただいた経緯がございますので、私も東京都に来て、今年度１年目で

すので、いろいろなことを勉強させていただきながら、またご相談させていただきた

いと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。 

○成田会長 ありがとうございます。 

○河原委員 ありがとうございました。 

○成田会長 そうしましたら、田野﨑委員、お願いいたします。 

○田野﨑委員 慶應大学、田野﨑です。 

  私も河原委員のご意見に近いものではあるのですが、特に需要予測に関して血漿分画

製剤、血漿量についてはポジティブな予測のほうに極めて近づいているというか、そ

れを超えていっているわけです。５０代、４０代と、どんどん年齢が下がるとともに

献血率も下がっていることを考えると、抜本的な対策を取らないといけないというこ

とになります。今回のコロナ対策のときには、日本赤十字社の方々の非常に巧みな戦

略で、ラブラッドを通してリピーターの方々に献血を呼び掛けることによって、世界

中の国々で血液が不足したにもかかわらず、日本はちゃんと血液供給ができていたと

いうこと、すばらしいことだと思います。その一方で、若年者の方々は今、東京に一

極集中していますが、今回コロナを切り抜けられたのはその若い人たちの協力という

より、リピーターの方々等の協力によるものかと思われます。これに関してはプレ会

員制度に、今後期待したいところですが、もう少し具体的な対策を立てないといけな

いと思います。 

  今回血液法も見直して小学校、中学校とか、そういうところからのより早い段階での

教育へ働きかけをやろうとしているわけですが、実際には高校献血が、今回もまだ東

京都ではやられていなかったということを伺っていましたが、東京以外のところでは

既に高校献血というのが始まってきていると伺っています。私ども慶應医学部の学生

を教えていると、みんなやはり世間一般の人たちと同じように、あんまり自分たち、

献血関係ないなと言って、関心がない人が多いのですが、ただ、これはちょっと工夫

することによってがらっと変わると最近感じております。。日本赤十字社の学外研修

を今回再開していただいて、そして、強制ではないにしろ、献血はあなたたちに非常

に重要なのだということを説明してあらかじめ準備したことによって、学生の献血率

が非常に高くなっているような気がしています。実際に彼らの背中をちゃんと押して

あげない限りは、自分たちに関係ないと損得で考えることもあるかもしれません。よ

り具体的に、そして何かその場を設定してあげないと、若い人たちは、動かないんじ

ゃないかなとと感じています。一度献血をすると、みんな恐怖心とかそういうのがな

くなってくるので、そういう方々を用意しておかないと、今後大変なことになるんで

はないかなということで、より具体的なその小・中学校、そして高校献血、それから

大学実習、そういうもののプランを立てていただきたいなというのがございます。 

  あとは、もう一つ、災害時のときのことについて、新型コロナ禍では回復者血漿療法
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が世界中では行われていました。しかし、今の日本の体制ではなかなか難しいことで

した。回復者血漿療法は、今後、新興・再興感染症が起こったときに必要になるので

はないかと思っております。このときにすぐ動けないと何の意味もないので、その体

制をシミュレーションして、既に計画の中に練り込んでおいていただくぐらいのこと

を考えていただいたほうがいいんじゃないかなというふうにちょっと考えております。 

  以上です。 

○成田会長 ありがとうございます。 

○渡部疾病対策課長 田野﨑先生、ありがとうございます。東京都の事務局でございます。 

  若年層に関して、具体的な対策が必要ではないかということで、田野﨑先生より、以

前よりご指摘をいただいている若年層へのアプローチについてご提案をいただきまし

た。今年度、都立学校へのアプローチというのは少し、先生がご指摘のとおり、集団

献血、学校献血の実施までは至ってはおりませんが、献血セミナーの実施校をまずは

増やしていくということで、直接校長会にお願いに行くなどして努力はしてきたとこ

ろでございますが、やはり先生がご指摘のとおり、セミナーだけではなくて、その一

歩を踏み出すための学校献血とセットであるということが重要である、やはり献血率

の高い若年層がいらっしゃる他県の状況を見ても、そういったことが重要であるとい

うふうなご指摘がございますので、なかなかその教育部門のハードルは高いのが現状

でありますが、学校献血の実施に向けて、引き続き教育庁などへのアプローチはして

いきたいというふうに思います。ご指摘ありがとうございます。 

  また、医療従事者養成学校、医学部や看護学部をはじめとする医療従事者を養成する

ような機関に対するアプローチは特に効果的ではないかということ、田野﨑先生から

以前よりご指摘いただいているかと思いますので、こちらについても、既に専門学校

など日赤さんでお取り組みいただいている内容はあるのですが、引き続きこちらにつ

いても、より効果的なターゲットとして取り組んでいきたいというふうに思います。 

  コロナの回復者血漿の採取の仕組みについては、なかなかちょっと東京都だけでは難

しいかもしれませんが、今般のコロナのときがどうであったかというところの確認も

含めて、日赤とも確認して、次のときには何が必要なのかというふうなところについ

ては整理をしておきたいと思います。ありがとうございます。 

○成田会長 それでは、藤田委員、お願いいたします。お待たせいたしました。 

○藤田委員 墨東病院の藤田です。二つありまして、一つは要望と、一つは質問です。 

  最初の要望につきましては、計画にもありました災害のときの対応でございまして、

計画書があるのは承知しているんですけれども、実際それが有効であるかどうかとい

う訓練など、大阪府では今年度やられたということでございますので、千葉県沖地震

も頻発しておりますし、近い将来、首都直下型の地震があることも予想されているこ

とから、東京都としても災害担当の部門と協力というか相談や、東京都赤十字血液セ

ンターも関東甲信越ブロックとの連携で、大規模までいかないにしても、血液に関す
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る訓練みたいなものをしていただくと、都民に対しても啓蒙になるのかなということ

が思いましたので、令和６年度はもう計画が立ってしまいましたが、令和７年度以降、

具体的な活動としてやってみてはいかがかなと、要望として挙げさせていただきまし

た。 

  二つ目は質問で、２月１１日に防衛省のプレス発表で、全血製剤を、薬事承認を待た

ずして導入するという発表があったということは皆様方、承知しているところだと思

いますが、令和６年度の供給体制には影響ないとは思うんですが、その全血導入によ

って原料血漿への影響など、影響が出てしまうんではないかということを懸念してお

りますが、当面令和６年は防衛省が発表した全血導入に関しましては影響がないとい

う判断でよろしいでしょうか。これは赤十字さんのほうがいいかと思うんですけども。 

○成田会長 はい、分かりました。ご要望とご質問、ありがとうございます。 

○渡部疾病対策課長 １点目のご要望のほうからすみません。東京都の事務局の渡部でご

ざいます。 

  先生、大阪府での訓練の取組について教えていただきましてありがとうございます。

私どものほうで、ちょっと災害時の血液確保に関してどのような訓練が必要かとか、

そういったところもまだ全然情報収集ができておりませんので、先生にご相談しなが

ら大阪府の状況などをまずは確認してみたいと思います。引き続きどうぞよろしくお

願いいたします。 

○成田会長 牧野所長、もしよろしければご発言いただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

○牧野委員 先ほどの「低抗体価Ｏ型」の赤血球の供給についてですが、これは基本的に

は自衛隊の方から採血して備蓄というか、貯めて対応するという話になっているよう

です。あと、冷凍赤血球というのも、もうこれは適用が通っており、その冷凍赤血球

を解凍して洗浄するという手順のトレーニングを受けて、それも一応供給が可能にな

ってきているようです。今のところ、赤血球の供給量には影響しないだろうというこ

とで、自衛隊からの採血で対応するということになっているようですので、実際起こ

らないことが一番いいわけですけども、差し当たりはそういう予定でいくということ

になっているみたいです。 

○成田会長 どうもありがとうございました。 

  ほかにご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

○河原委員 河原ですが、これは、すみません、ちょっと外れるかも分かりませんけど、

昨今、働き方改革で医療界はよく言われていますが、運輸業も同じですよね。かなり

運転手が確保できないとかという問題がございますが、日赤さんのほうで、その血液

製剤の搬送とか、あるいは献血供給事業団が病院に搬送していますが、例えば製造所

に持っていくとか検査所に持っていくとか、そういう物流関係に今のところ支障とか

いうのはございませんか。それだけちょっとお聞かせください。 
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○成田会長 事業団の北田委員、もしよろしければお願いできればと思いますが。 

○北田委員 はい。現状では問題なく、結構、血液を医療機関に届けるという崇高な仕事

と思っていただいて、募集をかけると結構皆さん集まってきて、今のところは十分人

員は確保されていると思います。 

  以上です。 

○河原委員 はい、ありがとうございました。 

○成田会長 ありがとうございました。 

  ほかにご意見等はございますでしょうか。 

  そうしましたら、本日、職域代表の委員として、東島委員のＫＤＤＩ株式会社様の状

況をちょっとお知らせいただければと思います。ＫＤＤＩ株式会社様では積極的に献

血にご協力いただいております。どのような取組なのか少しご教示いただけますと幸

いです。よろしくお願いします。 

○東島委員 はい、承知いたしました。では、ＫＤＤＩ、東島、報告させていただきます。 

  弊社のほうでは、これまで大体年に２回ほど職場での献血会というのを実は実施して

おりまして、１回当たり大体１００名ほどの方のご参加を今いただいているという状

況がございます。献血の実施に関する社員への広報の取組としてどのようなことをや

っているかというところですけれども、我々社員限定のイントラネット、イントラサ

イト、こういったところに献血を行いますといったものの掲載を行っています。また、

私どもの事業所の中の各階のエレベーターの待合スペースのところに献血を行います

という旨のポスターを掲出したりなど工夫した取組をしております。あと、赤十字様

から、献血にご参加いただいた方にちょっとしたプレゼントをご協力、ご支援いただ

くというようなところがありますので、そういったものも含めて、そういった告知の

際にはそういう内容も含め、展開させていただくようなことをしておりまして、そう

いう部分も参加の中でもちょっと一助になっているのではないかなというふうに考え

ておるところです。 

  今、新型コロナのお話も出ておりますけれども、この５類に移行されて以降、私ども

の社内については実は出社率が以前と比べて上がっているというところもありますの

で、そういったところも、私ども社内での献血の取組は比較的いい方向に向かってい

るというところもあるのではないかなというふうに考えております。社員のこの社会

貢献活動の意識醸成、これは非常に社内でも高まっていると思っておりますので、そ

のための活動の一つとして今後もこの取組を継続していきたいというふうに考えてお

ります。 

  簡単ですが、ご報告は以上とさせていただきます。 

○成田会長 ご紹介、ありがとうございました。 

  それでは、本日ご欠席をされておりますけれども、地域の代表として生協の村上委員

からご意見をいただいておりますので、事務局からご報告させていただきます。 
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○渡部疾病対策課長 はい。それでは、村上委員よりいただいているご意見についてご紹

介をさせていただきます。 

  昨年５月のコロナ５類移行後、大学によって多少の差異はありますが、対面授業は増

え、大学への学生の登校も増える傾向にあると聞いております。コロナ感染が蔓延し、

外出自粛が呼びかけられた時期に比べますと大学生が集団献血に協力できる機会は確

実に増えてきていると考えられますが、東京都生協連が関わる大学生協は、学内にお

いて購買機能の一部を担っている範囲ですので、残念ながら協力できるレベルや広報

の効果が限られます。その点を踏まえると、大学生に対する広報の強化は、学生課へ

の訪問等による協力要請など、献血推進の意義や現状について説明する機会を設ける

ための検討が必要と思います。 

  ということで、昨年度、村上委員から生協を活用した大学内の広報、周知についてご

協力をいただいたところですが、その活動もなかなか限られてしまうというふうなこ

とで、大学本体へのアプローチが必要というご意見をいただいております。こちら、

若年層への働きかけについては、田野﨑先生からもご指摘がありましたように、小・

中もですし、それから高校も、そして大学もというふうなことだと思いますので、村

上委員からのご指摘を踏まえまして、また、大学に対するアプローチについても生協

以外のチャンネル、今もアプローチしているところでございますが、引き続きしっか

りやっていきたいと思います。日赤さんと検討させていただきます。 

  以上でございます。 

○成田会長 ほかにご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

（なし） 

○成田会長 本日予定されている議事は以上ですけれども、最後に全般を通じてご意見等

はございますでしょうか。 

  本日、令和６年度の計画案について幾つかご意見いただきました。こちらについては

事務局のほうで再検討させていただきまして、修正内容は会長一任でお願いできれば

と思います。よろしくお願いいたします。 

  ほかにご意見等がないようでございましたら、事務局に進行を移したいと思います。

皆様、ご協力ありがとうございました。 

○渡部疾病対策課長 成田技監、ありがとうございました。 

  委員の先生方、本日は長時間にわたりまして熱心なご議論をいただきまして、誠にあ

りがとうございました。 

  本日たくさんの意見をいただきました。特に若年層に向けての意見などをたくさんい

ただいておりますので、こちらを踏まえまして、今後も取組を進めてまいりたいとい

うふうに思います。 

  最後に１点、ご連絡でございます。昨年度のこの協議会の場でご連絡をさせていただ

きましたが、昨年度厚労省から都道府県の献血推進計画について事務連絡が発出され
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ております。地方分権の推進として、厚労省の指示に基づいて毎年度策定しているこ

の献血推進計画の策定手続の見直しがなされまして、この協議会の開催時期、もう少

し早めに設定できるというふうに考えておりまして、昨年度の協議会ではそのように

申し上げておりましたが、結果的に厚労省の通知の時期などは変わりませんで、今年

度も協議会の開催がこの年度末、３月の開催となりました。今後も国の動向を注視し

ながら、可能であれば開催時期も早められればというふうに思っておりますので、来

年度以降も状況に応じて日程調整させていただきたいと思います。引き続きご協力く

ださい。 

  それでは、これをもちまして、令和５年度献血推進協議会を閉会いたします。先生方、

本当にありがとうございました。 

（午後３時３０分 閉会） 


